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問い合わせ  鴻巣市役所 ０４８－５４１－１３２１（代表） 

市民生活部自治振興課 （内線）３１１１        

鴻巣市立市民センターに指定管理者制度を導入 

 鴻巣市立市民センターの管理運営について、民間事業者などが持つノウハウやアイデア

を活用し、専門的スキルを持つ人材の安定確保、各種講座・事業の充実を図り、多世代に

広く開かれた地域コミュニティの拠点とするため、令和７年４月から指定管理者制度を導

入します。 

 公募を行い、審査を行った結果、コミュニティ施設の管理運営実績が多数あり、地域が

抱えているコミュニティの維持や多世代交流、多文化共生などの課題に対して、解決に向

けた事業提案が評価されたことから、街活性室株式会社を候補者として選定しました。 

１ 対象施設 

  鴻巣市立市民センター（鴻巣市赤見台１丁目１５番５号） 

２ 指定期間  

令和７年４月１日から令和１０年３月３１日まで（３年間） 

３ 指定管理者が行う業務 

  ・施設の利用に関すること  ・施設の維持管理に関すること 

  ・各種講座、地域コミュニティ活動を促進する自主的事業  

  ・図書取次業務  ・その他取次業務  

４ 指定管理候補者  

街活性室株式会社（代表取締役 斎藤 徹）  
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